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南部下水道事務所長 管理課長 田口　　 治 344-4866

　　三觜　美範　　344-4866 工事課長 吉田　　 稔 344-4851
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川崎市水道事業・工業用水道事業・下水道事業概要 

 

 

 

１ 川崎の水道の概要                    １ 

 

２ 川崎の工業用水道の概要                 ２ 

 

３ 川崎の下水道の概要                   ３ 

 

４ 川崎市水道事業の中期計画の概要 

（平成２６年度～平成２８年度）              ４ 

 

５ 川崎市工業用水道事業の中期計画の概要 

（平成２６年度～平成２８年度）              ５ 

 

６ 水道事業及び工業用水道事業の施設整備の進捗状況     ６ 

 

７ 川崎市下水道事業の中期計画の概要 

（平成２６年度～平成２８年度）              ７ 

 

８ 下水道事業の施設整備の進捗状況             ８ 

 

９ 水源水量・給水能力・処理能力・業務状況等        ９ 
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    水道料金・下水道使用料等について              15       



1

１



2

２



3

３



 

 

「川崎市水道事業の中長期展望」、「川崎市水道事業の再構築計画」及び東日本大震災を踏まえた震災対策を計画的、着実に進めるための、今後３か年の中期計画として位置付けています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策体系】 

【基本方針 １】 強くしなやかな水道への転換と環境への配慮 

・長期的かつ安定的な水道サービスを提供するために、水道施設の適切かつ効果的な維

持管理と更新を行います。 

・耐震化や災害時のバックアップ体制、復旧体制の構築による強靭な水道を目指します。 

・環境への配慮を行いながら、優先順位や重点化をより考慮した建設投資を実施し、都

市基盤施設としての機能の維持向上を図ります。 

【基本方針 ２】 市民生活を守る水道の実現に向けた経営基盤の強化 

・お客さまのニーズ等を的確に把握し、信頼される水道事業を継続します。 

・老朽化施設、大規模地震への対応など必要な施設整備を進める際には、事業費や業務

量の平準化を図ります。 

・経営の健全性を維持しながら、将来にわたる安全で安定した給水確保に向けて、「再構

築計画」をしっかり進めます。 

４ 川崎市水道事業の中期計画の概要（平成２６年度～平成２８年度） 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

安定給水の確保

（持続可能な水道施設）

安心に暮らせる
まちづくり 

安全性の向上

◎再構築計画の推進（施設更新・耐震化、給水能力の縮小

（生田・潮見台浄水場の廃止と長沢浄水場への機能集約））

水道施設の 
レベルアップ

老朽化対策

震災対策

良好な水道水
の維持 

◎老朽配水管の更新（平成３０年度完了予定）

  

 環境施策の推進
環境への貢献

（強靭な水道施設の構築）

◎老朽給水管の更新（平成３０年度完了予定）

◎基幹施設の耐震化（浄水施設、配水池、配水塔等の更新や 
補強）◎管路の耐震化（送水管や配水本管等の管路の耐震化）

 

◎応急給水の充実 ◎災害時の連携の確保 ◎広域連携によ

る水源の確保 ◎災害対応能力の強化 ◎上下水道局防災計

画、上下水道局業務継続計画 
危機管理対策

◎水源の水質保全（水源の維持管理、原水水質の保全）◎安

全でおいしい水の取組（「水安全計画」に基づく水質管理）

◎貯水槽水道の管理 

◎地球温暖化対策及びエネルギー対策（自然流下による水道

システムの継続、再生可能エネルギーの活用等）  
◎廃棄物の抑制・リサイクル  
◎「川崎市上下水道局環境計画」に基づく進行管理 

【施策体系】 

    

  

  

    

  

  

  

  

  

経営基盤の強化

◎広報・広聴の充実 ◎お客さまの利便性の向上 

◎お客さまの声の活用 

お客さまサー
ビスの充実 

経営の健全化

◎組織機構及び職員定数の見直し

◎人材育成、技術・技能の継承 

◎資産の有効活用 

◎企業債残高の適正管理 

  

◎官民連携による国際展開

◎技術協力による国際貢献
世界の水環境
改善への貢献

世界の水環境改善 
への貢献 
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「川崎市工業用水道事業の中長期展望」、「川崎市工業用水道事業の再構築計画」及び東日本大震災を踏まえた震災対策を計画的、着実に進めるための、今後３か年の中期計画として位置付けています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策体系】 

【基本方針 １】 強くしなやかな工業用水道への転換と環境への配慮 

・長期的かつ安定的なサービスを提供するために、工業用水道施設の適切かつ効果的な

維持管理と更新を行います。 

・耐震化や災害時のバックアップ体制、復旧体制の構築による強靭な工業用水道を目指

します。 

・環境への配慮を行いながら、優先順位や重点化をより考慮した建設投資を実施し、都

市基盤施設としての機能の維持向上を図ります。 

【基本方針 ２】 工業の健全な発達に寄与する安定した経営基盤の確立 

・使用者ニーズ等を的確に把握し、信頼される工業用水道事業を継続します。 

・老朽化施設、大規模地震への対応など必要な施設整備を進める際には、事業費や業務

量の平準化を図ります。 

・経営の健全化を維持しながら、将来にわたる安定供給に向けて、「再構築計画」をしっ

かり進めます。 

 

５ 川崎市工業用水道事業の中期計画の概要（平成２６年度～平成２８年度） 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

安定供給の確保
（持続可能な工業用水道施設）

安心に暮らせる
まちづくり 

良好な工業用水の維持

◎再構築計画の推進（平間配水所のコンパクト化、

長沢浄水場、生田浄水場への調整池の整備）

工業用水道施設
のレベルアップ

老朽化対策

震災対策

水質の確保

◎老朽管の更新（平成２８年度完了予定）

  

 環境施策の推進 環境への貢献

（強靭な工業用水道施設の構築）

◎基幹施設の耐震化（浄水施設、調整池、管路の耐震化）

 

◎用水供給の継続 ◎水源の広域連携 ◎災害時対応能力の

強化 ◎上下水道局防災計画、上下水道局業務継続計画 危機管理対策

◎水源の水質保全（水源の維持管理、原水水質の保全）

◎水質の管理（水質目標値に則した工業用水の供給） 

◎地球温暖化対策及びエネルギー対策（自然流下による水道

システムの継続、再生可能エネルギーの活用等）  
◎廃棄物の抑制・リサイクル 
◎「川崎市上下水道局環境計画」に基づく進行管理 

【施策体系】 

    

  

  

    

  

  

  

  

  

経営基盤の確立

◎使用者ニーズの把握と対話の充実
使用者への 
サービス充実

経営の健全化

◎組織機構及び職員定数の見直し

◎人材育成、技術・技能の継承 

◎資産の有効活用 

◎企業債残高の適正管理 

  

◎官民連携による国際展開

◎技術協力による国際貢献

世界の水環境
改善への貢献

世界の水環境改善

への貢献 
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施策目標 施策の方向性 施策内容 【平成２６～２８年度】での主な取組内容

　・給水能力を758,200ｍ
3
／日へダウンサイジング

　・生田配水池の更新工事の推進

　・長沢浄水場第２期工事の推進

　・老朽配水管の更新

　・老朽給水管の解消

　・鉛製給水管の解消

　

　・鷺沼配水池、黒川配水池の耐震補強工事の推進

　・末吉配水池、宮崎配水塔の更新工事の推進

　・自家発電設備の整備の推進

　・２号配水本管布設替工事（鶴見川水管橋）の推進

　・送水管や配水本管等の基幹管路の耐震化

　・老朽管更新等の管路工事の実施に併せた耐震化

　・開設不要型応急給水拠点の整備の推進

　・災害時の水量確保

 

施策目標 施策の方向性 施策内容 【平成２６～２８年度】での主な取組内容

　・稲田取水所ポンプ設備更新工事の推進

　・平間配水所更新工事の推進

　・老朽配水管の更新

　・長沢浄水場第2沈でん池耐震補強工事等の推進

　・自家発電設備の整備の推進

　・老朽配水管更新完了（Ｈ30）

６　水道事業及び工業用水道事業の施設整備の進捗状況

◆水　　　　道　　　　事　　　　業

備　　考

安
定
給
水
の
確
保

水道施設の
レベルアップ

再構築計画の推進

　・再構築事業完了（Ｈ28）

　・生田配水池更新完了（Ｈ27）

　・長沢浄水場第2期工事完了（Ｈ27）

老朽化対策

老朽配水管の更新

　・老朽配水管更新目標達成率

　　（Ｈ25：54％⇒Ｈ28：80％）

（※権利関係が複雑な一部私道を除く。）

老朽給水管の更新

　・老朽給水管更新目標達成率

　　（Ｈ25：74％⇒Ｈ28：91％）

　・老朽給水管更新完了（H30）

　・鉛製給水管更新完了（Ｈ28）

安
心
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

震災対策

基幹施設の耐震化

　・浄水施設の耐震化率

　　（H25：41% ⇒ H27：100% ）

　・自家発電設備整備完了（H27）

危機管理対策

　・配水池、配水塔耐震化率

　　（H25：14% ⇒ H30：96% ）

管路の耐震化

　・基幹管路耐震化率

　　（H25：75% ⇒ H28：77%）

　・管路耐震化率

　　（H25：25% ⇒ H28：29%）

再構築計画の推進

　・稲田取水所施設整備完了（H26）

　・工水調整池耐震化完了（H27）

　・再構築施設整備完了（H28）

老朽化対策

　・応急給水拠点全138箇所整備完了

応急給水の充実

　・開設不要型応急給水拠点の整備件数

　　　 配水池、配水塔への設置
　　　　　（H25：0箇所⇒ H28：5箇所）

安
心
に
暮
ら
せ

る
ま
ち
づ
く
り

震災対策 基幹施設の耐震化

　・工水浄水施設の耐震化率

　　（H25：67% ⇒ H28：67% ）

　　 　小中学校への設置
　　　　　（H25：0箇所⇒ H28：30箇所）

◆工　業　用　水　道　事　業

備　　考

安
定
供
給
の
確
保

工業用水道施設の
レベルアップ

　・工水調整池耐震化完了（Ｈ27）

　・自家発電設備整備完了(H26)

導送配水施設の更新

　・老朽配水管更新完了（Ｈ28）

　・工水管路の耐震化率

　　（H25：94% ⇒ H28：97% ）

■工水浄水施設耐震化率（％） ■工水調整池耐震化率（％）

■浄水施設の耐震化率（％） ■配水池、配水塔耐震化率（％）

■老朽配水管更新目標達成率（％）

■管路の耐震化率（％）

■老朽給水管更新目標達成率（％）

■基幹管路の耐震化率（％）
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「川崎市下水道基本構想」及び東日本大震災を踏まえた震災対策を計画的、着実に進めるための、今後３か年の中期計画として位置付けています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策体系】 

【基本方針 １】 強くしなやかな下水道への転換と環境への配慮 

・災害時においても下水道機能が確保できるよう施設の耐震化を進めるとともに、近年、

都市域において増加傾向にある短時間に局地的に降る大雨に対して、関係局と連携し

た対策を進めます。 

・下水道未普及地域の解消はもとより、閉鎖性水域である東京湾の水質改善のため、合

流式下水道の改善や高度処理の普及を推進します。 

・下水道施設の老朽化対策にあたっては、予防保全的な維持管理による長寿命化を推進

し、環境に配慮しながら効率的、効果的に再整備、再構築を進めます。 

【基本方針 ２】 市民生活を守る下水道の実現に向けた経営基盤の強化 

・お客さまのニーズ等を的確に把握し、信頼される下水道事業を継続します。 

・老朽化施設、大規模地震への対応など必要な施設整備を進める際には、事業費や業務

量の平準化を図ります。 

・経営の健全性を維持しながら、施設の再構築等をしっかり進めます。 

 

７ 川崎市下水道事業の中期計画の概要（平成２６年度～平成２８年度） 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

安全・安心に暮らせる

まちづくり 

快適で暮らしやすい

地域環境の創造 

持続可能な下水道に

向けた取組の推進 

◎地震対策（施設の再整備や再構築に合わせた耐震化 
や減災対策） 
◎津波対策（耐水化・防水化による耐津波性能の確保）

水害への備え

生活環境の
改善 

老朽化への
備え 

◎浸水対策・ゲリラ豪雨対策（５年に１回程度（浸水頻度の 
高い区域は１０年に１回程度）の降雨に対処できる雨水整備）

  

 環境施策の推進 環境施策の
推進 

◎未普及地域の解消（汚水の処理人口普及率１００％達成を

目指した取組） 

◎高度処理（窒素やりんを大幅に除去できる高度処理施設の

導入） 
◎合流改善（ポンプ場や雨水吐き室の改良、貯留管の整備）

公共用水域の
水質改善 

◎老朽化対策（計画的な管きょ、施設の整備・再構築） 

◎老朽化対策（「長寿命化計画」に基づく計画的な更新）

◎地球温暖化対策 
◎エネルギー対策（再生可能エネルギーの活用等）

◎「川崎市上下水道局環境計画」に基づく進行管理

 強靭な下水
道の構築 

◎危機管理対応の充実 
◎上下水道局防災計画、上下水道局業務継続計画

 循環型社会
への貢献 

◎資源・施設の有効利用（下水、処理水、汚泥、熱等の有効利

用及び下水道施設の上部空間などの有効利用） 

地震への備え

【施策体系】 

    

  

  

    

  

  

  

  

  

経営基盤の強化

◎広報・広聴の充実 ◎お客さまの利便性の向上

◎お客さまの声の活用 
お客さまサー
ビスの充実 

経営の効率化

◎組織機構及び職員定数の見直し

◎人材育成、技術・技能の継承 

◎資産の有効活用 

◎企業債残高の縮減 

  

◎官民連携による国際展開

◎技術協力による国際貢献
世界の水環境
改善への貢献

世界の水環境改善

への貢献 
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施策目標 施策の方向性 施策 【平成26～28年度】での主な取組内容

川崎駅以南の地域の重要な管きょの耐震化の推進

川崎駅以北の地域の重要な管きょの耐震診断の推進

各ポンプ場の地震時における揚水機能確保の推進

各水処理センターの地震時における揚水機能確保の推進

大師河原ポンプ場等の津波対策の推進

入江崎水処理センター・入江崎総合スラッジセンターの津波対策の推進

浸水実績の多い宮崎地区、丸子地区、大師河原地区等における浸水対策の推進

大師河原貯留管の整備の推進

大師河原貯留管送水ポンプ棟の整備の推進

生活環境の改善 未普及地域の解消 多摩美地区、登戸土地区画整理地区等における汚水管の整備の推進

入江崎水処理センター西系再構築事業の推進・東系反応タンク改造の推進

等々力水処理センター流量調整池築造、反応タンク改造の推進

大師河原貯留管の整備の推進

大師河原貯留管送水ポンプ棟の整備の推進

各ポンプ場における夾雑物除去スクリーン設置の推進

老朽化した管きょの再整備（川崎区・幸区）の推進

渡田ポンプ場雨水施設の再構築の推進

入江崎水処理センター西系再構築事業の推進

長寿命化計画に基づいた各ポンプ場設備の老朽化対策の推進

長寿命化計画に基づいた各水処理センター設備の老朽化対策の推進

脱水汚泥の燃料化物としての活用の調査・検討

入江崎水処理センター西系再構築Ⅱ期事業に合わせた上部空間の活用検討

各ポンプ場における温室効果ガス排出量の多い設備の更新

入江崎総合スラッジセンター汚泥焼却炉の高温焼却化

各水処理センターにおける温室効果ガス排出量の多い設備の更新

LED照明などの省エネ機器の導入

軸浮上式ターボブロワなどの高効率機器の導入

合流改善

地震対策

津波対策

浸水対策

安
全
・
安
心
に
暮
ら
せ
る

ま
ち
づ
く
り

快
適
で
暮
ら
し
や
す
い

地
域
環
境
の
創
造

高度処理

地震への備え

水害への備え

公共用水域の
水質改善

老朽化への
備え

循環型社会
への貢献

環境施策の推進

持
続
可
能
な
下
水
道
に

向
け
た
取
組
の
推
進

環
境
施
策
の
推
進

 老朽化対策（再整備・再構築）

 老朽化対策（長寿命化）

資源・施設の有効利用

 地球温暖化対策

エネルギー対策

 

◆下 水 道 事 業 
 

８ 下水道事業の施設整備の進捗状況 
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９ 水源水量・給水能力・処理能力・業務状況等  

（平成 26年 3月 31日現在） 

（１）水道事業 

○水源水量・給水能力                  （単位  ／日） 

水系別 浄水場別 水源水量 給水能力 

相模川表流水 長沢浄水場 422,000 217,000

地下水 生田浄水場 100,000 93,000

酒匂川表流水 企業団 

西長沢浄水場 

495,200
505,600

相模川表流水 10,400

計 1,027,600 815,600

 
 
○業務状況 

区       分 平成２２年度（決算） 平成２３年度（決算） 平成２４年度（決算）

総人口（人） 1,426,777 1,432,374 1,440,474
現在給水人口（人） 1,426,713 1,432,310 1,440,416
普及率（％） 99.99 99.99 99.99
給水栓数（栓） 686,675 691,424 700,482
配水量（ ／年） 188,481,100 186,693,900 184,894,500
有収水量（ ／年） 169,055,881 166,270,478 166,673,894
１日給水能力（ ） 989,900 989,900 815,600
１日平均配水量（ ） 516,387 510,093 506,560
施設利用率（％） 52.2 51.5 62.1
有収率（％） 89.7 89.1 90.2
配水管延長（m） 2,383,420 2,388,475 2,394,004
職員数（人） 666 655 618
水道料金収入（千円）※税抜額 25,446,954 24,720,383 24,634,165
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（２）工業用水道事業 

○水源水量・給水能力                  （単位  ／日） 

水系別 浄水場別 水源水量 給水能力 

相模川表流水 長沢浄水場 241,000 235,000

多摩川表流水 
生田浄水場 

200,000 195,000

地下水 50,000 50,000

水道事業からの受水 40,000 40,000

計 531,000 520,000

 
 
○業務状況 

区       分 平成２２年度（決算） 平成２３年度（決算） 平成２４年度（決算）

給水会社（社） 59 59 59
工場数（工場） 82 82 81
契約水量（ ／年） 188,923,870 189,394,020 188,844,900
配水量（ ／年） 146,205,300 147,467,600 147,606,400
使用水量（ ／年） 145,267,292 146,146,181 145,706,471
１日給水能力（ ） 520,000 520,000 520,000
１日平均配水量（ ） 400,562 402,917 404,401
施設利用率（％）  77.0 77.5 77.8
有効水量率（％） 99.4 99.1 98.7
配水管延長（m） 46,360 46,218 46,198
職員数（人） 99 99 99
工業用水道料金収入（千円）※税抜額 6,921,326 6,960,331 6,959,347
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（３）下水道事業 

○処理能力等 
〈水処理施設〉 

処理区 計画面積 
（ha） 排除方式 計画処理能力 

（ ／日）   ポンプ場数 

入江崎 2,007 合流式 318,600 9 

加 瀬 1,871 合流式 
(一部分流式) 168,900 7 

等々力 5,490 分流式 313,900 2 

麻 生 1,920 分流式 62,800 1 

計 11,288  864,200 19 

 
〈汚泥集約処理施設〉 

名称 入江崎総合スラッジセンター 計画処理能力 120 
ｔ・DS／日 

                      ※DSは乾燥固形物量 
 

○ 業務状況 

区       分 平成２２年度（決算） 平成２３年度（決算） 平成２４年度（決算）

処理人口（人） 1,417,133 1,422,885 1,431,113
人口普及率（％） 99.3 99.3 99.4
処理面積（ha） 10,663 10,677 10,683
水洗化対象件数（件） 659,941 664,297 669,787
水洗化件数（件） 653,466 659,357 665,292
水洗化率（％） 99.0 99.3 99.3
処理水量（ ） 206,489,068 198,888,789 197,576,485
１日平均処理水量（ ） 565,724 543,412 541,305
処理能力（ ／日） 970,500 976,500 918,000
有収水量（ ） 148,901,838 146,798,176 147,599,311
管きょ布設延長（m） 3,034,960 3,054,206 3,073,474
職員数（人） 423 419 415
下水道使用料収入（千円）※税抜額 22,987,932 22,476,669 22,400,100

 

11



財政状況

（１）水道事業会計　財政状況（税込）

※1累積資金過不足額に退職給付引当金等を含む（平成24年度1,656百万円、平成25年度1,929百万円、
　　平成26年度5,271百万円）。
※2端数調整なし

当年度資金過△不足額 (A）+(B）+(C）

累 積 資 金 過 △ 不 足 額

資 本 的
収 支

819 31 △ 2,384

収 支 差 引 （ Ｂ ） △ 9,804 △ 10,679 △ 10,414

収 益 的 支 出

収 支 差 引 （ Ａ ）

資 本 的 収 入

資 本 的 支 出

当 年 度 純 利 益 △ 損 失

△ 1,690

4,591 4,200

補 て ん 財 源 等 ( Ｃ ）

△ 20 △ 3,148 △ 3,742

12,548 9,400 5,657

8,436 6,962 8,362

4,605

14,395 14,879 15,019

収 益 的 収 入
収 益 的
収 支

1,348 569

平 成 26 年 度 （ 予 算 ）平成25年度（決算見込）平 成 24 年 度 （ 決 算 ）

31,695 31,355 36,884

（単位　百万円）

33,043 31,924 35,194

参　考

水道料金 25,865 水道料金 25,476
水道料金 26,668

水道利用加入金 1,976 水道利用加入金 1,476
水道利用加入金 1,590

その他 5,202 その他 4,972
その他 6,936

給与費 5,296 給与費 4,921
給与費 9,833

受水費 9,518 受水費 9,276

受水費 9,557減価償却費等 6,793 減価償却費等 6,631

減価償却費等 5,791
支払利息等 1,289

支払利息等 1,247

支払利息等 1,295

その他 8,799
その他 9,280

その他 10,408

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

●収益的収支 （単位 百万円）

平成24年度（決算） 平成25年度（決算見込） 平成26年度（予算）

企業債 3,862 企業債 3,539
企業債 3,900

その他 729
その他 661 その他 705

建設改良費 11,609

建設改良費 11,690

建設改良費 11,943

元金償還 2,753 元金償還 3,130 元金償還 3,032

その他 33 その他 59 その他 44

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000
●資本的収支

平成24年度（決算） 平成25年度（決算見込） 平成26年度（予算）

（単位 百万円）

△ 20
△ 3,148 △ 3,742

12,548

9,400

5,657

819 31

△ 2,384

△ 5,000

0

5,000

10,000

15,000
●財政収支見通し

当年度資金過△不足額

累積資金過△不足額

当年度純利益△損失

平成24年度（決算） 平成25年度（決算見込） 平成26年度（予算）

（単位 百万円）
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（２）工業用水道事業会計　財政状況（税込）

※1累積資金過不足額に退職給付引当金（平成24年度45百万円、平成25年度46百万円、
　　平成26年度905百万円）を含む。
※2端数調整なし

（単位　百万円）

平 成 24 年 度 （ 決 算 ） 平成25年度（決算見込） 平 成 26 年 度 （ 予 算 ）

収 益 的 支 出 6,801 6,606 8,285

収 益 的 収 入 7,633 7,398

△ 481

当 年 度 純 利 益 △ 損 失 727 727 △ 674

収 益 的
収 支

収 支 差 引 （ Ａ ） 832 792

7,804

2,915 2,101 3,942

資 本 的 収 入 1,335 877

補 て ん 財 源 等 ( Ｃ ） 1,165 1,024 1,831

資 本 的
収 支

収 支 差 引 （ Ｂ ） △ 1,580 △ 1,224

1,513

資 本 的 支 出

累 積 資 金 過 △ 不 足 額 7,380 7,971 6,892

当年度資金過△不足額 (A）+(B）+(C） 417 592 △ 1,079

△ 2,429

水道料金 7,307 水道料金 7,265
水道料金 7,482

その他 326 その他 133
その他 322

給与費 886 給与費 856
給与費 1,831

負担金 561 負担金 602

負担金 667
受水費 2,826 受水費 2,846

受水費 2,917
減価償却費等 1,120 減価償却費等 998

減価償却費等 1,153
支払利息等 208 支払利息等 204

支払利息等 211
その他 1,200 その他 1,100

その他 1,506

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

●収益的収支 （単位 百万円）

平成24年度（決算） 平成25年度（決算見込） 平成26年度（予算）

企業債 1,135 企業債 757 企業債 1,386

その他 200

その他 120

その他 127
建設改良費 2,270

建設改良費 1,421

建設改良費 3,239
元金償還 644

元金償還 677

元金償還 698

その他 1

その他 3

その他 5

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500
●資本的収支

平成24年度（決算） 平成25年度（決算見込） 平成26年度（予算）

（単位 百万円）

7,380
7,971

6,892

417 592
△ 1,079

727 727
△ 674

△ 2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000
●財政収支見通し

累積資金過△不足額

当年度資金過△不足額

当年度純利益△損失

平成24年度（決算） 平成25年度（決算見込） 平成26年度（予算）

（単位 百万円）
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（３）下水道事業会計　財政状況（税込）

※1 累積資金過不足額に退職給付引当金（平成26年度392百万円）を含む。

※2 退職給付引当金は平成26年度から5年で分割して計上する。

当年度資金過△不足額 (A）+(B）+(C）

累 積 資 金 過 △ 不 足 額

資 本 的
収 支

858 1,295 685

収 支 差 引 （ Ｂ ） △ 17,072 △ 17,194 △ 17,302

収 益 的 支 出

収 支 差 引 （ Ａ ）

資 本 的 収 入

資 本 的 支 出

当 期 純 利 益

補 て ん 財 源 等 ( Ｃ ）

858 1,295 685

1,617 2,338 2,557

1,514

16,393 16,051 16,473

35,712 53,807 47,398

52,784 71,001 64,700

収 益 的 収 入
収 益 的
収 支

平 成 26 年 度 （ 予 算 ）平成25年度（決算見込）平 成 24 年 度 （ 決 算 ）

36,378 35,339 44,455

1,537 2,438

（単位　百万円）

37,915 37,777 45,969

下水道使用料

23,519 下水道使用料

23,726

下水道使用料

24,191

一般会計負担金・

補助金 13,913 一般会計負担金・

補助金 13,578
一般会計負担金・

補助金 13,548

その他 483 その他 473

その他 8,230

維持管理費 7,300 維持管理費 7,872 維持管理費 8,290

給与費 3,166 給与費 2,988 給与費 3,767

減価償却費等 15,924 減価償却費等 15,477

減価償却費等

23,250

支払利息等 9,515 支払利息等 8,786

支払利息等 8,449
その他 473 その他 216

その他 699

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

●収益的収支
（単位 百万円）
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一般会計出資金

3,191 一般会計出資金

3,547国庫補助金4,101

国庫補助金7,809
国庫補助金5,005

建設改良費15,145
建設改良費24,835 建設改良費

17,119

元金償還 33,712

元金償還 42,994
元金償還 44,628

その他 3,927

その他 3,172

その他 2,953
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累積資金過△不足額

当年度純利益

平成24年度（決算） 平成25年度（決算見込） 平成26年度（予算）

（単位 百万円）
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水道料金・下水道使用料等について 

 

 

水道料金（平成２６年４月１日適用） 

 

(１) 専用給水装置（１か月につき） 

基本料金 超過料金（１立方メートルにつき） 

使用水量 

８立方メートル 

まで 

５３０円

 

 

 

 

 

8立方メートルを超え    10立方メートルまでの分     ９５円 

10立方メートルを超え    20立方メートルまでの分    １３９円 

20立方メートルを超え    25立方メートルまでの分    １８５円 

25立方メートルを超え    30立方メートルまでの分    １９４円 

30立方メートルを超え    50立方メートルまでの分    ２０９円 

50立方メートルを超え   100立方メートルまでの分    ２５３円 

100立方メートルを超え   200立方メートルまでの分    ２７８円 

200立方メートルを超え   500立方メートルまでの分    ３２９円 

500立方メートルを超え 1,000立方メートルまでの分    ３４３円 

1,000立方メートルを超える分               ３５７円 

ただし、公衆浴場の超過料金については、１立方メートルにつき４６円とする。 

共同住宅及びこれに類するもの（以下「共同住宅等」という。）で、メーターを共用するものの料金は、

使用者の申請により、当該共同住宅等の戸数に応じて算定することができる。 

 

(２) 前号の規定にかかわらず、本市工業用水道事業の水源として給水する場合の料金は、１立方メート

ルにつき１８５円とする。 

 

(３) 共用給水装置（１か月につき） 

基本料金 超過料金（１立方メートルにつき） 

使用水量１戸５立方メートルまで ２６０円 ４６円

 

※ 平成２２年４月１日から平成２８年３月３１日までの使用に係る料金は、上記により算出した額から

さらに５０円を差引いた額とする。 

※ 水道料金は、上記により算出した額に100分の108を乗じて得た額とする。 

※ 平成２６年３月３１日以前から継続して使用している場合、経過措置として平成２６年４月１日以降

の一回目の検針分に限り従前の、100分の105を乗じて得た額を適用とする。 

 

水道利用加入金（昭和２６年４月１日適用） 

 

メーターの口径 
金         額 

新設工事 改造工事 

 13ミリメートルから 

 25ミリメートルまで 

 40ミリメートル 

 50ミリメートル 

 75ミリメートル 

100ミリメートル 

150ミリメートル 

150ミリメートルを 

超えるもの 

 150,000円 

 1,250,000円 

 1,950,000円 

 4,450,000円 

 7,950,000円 

 17,950,000円 

管理者が別に定める額 

改造後のメーター口径に応ずる中欄

に掲げる額と改造前のメーターの口

径に応ずる中欄に掲げる額との差額

とする。 
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○ 共同住宅等の給水装置の新設工事、改造工事及び増設工事（共同住宅等の戸数が増加したため必要と

なったものに限る。）の申込者から、当該共同住宅等の戸数（改造工事及び増設工事後戸数が増加する

場合は、増加する戸数）１戸につき150,000円を加入金として徴収する。 

○ 水道利用加入金は、工事申込者（個人）が、引き続き３年以上本市の区域内に住所を有し、自ら居住

する建築物に、メーター口径25ミリメートル以下の給水装置を設置するときは、徴収しない。 

○ 工業用水道事業の水源として給水する場合については、加入金を徴収しない。 

※ 水道利用加入金は、上記の表により算出した額に100分の108を乗じて得た額とする。 

 

 

工業用水道料金（平成２６年４月１日適用） 

 

基本料金 責任消費水量          １立方メートルにつき  ３４円４０銭 

使用料金 責任消費水量のうち使用した水量 １立方メートルにつき   ２円３０銭 

超過料金                 １立方メートルにつき  ６０円３０銭 

※ 工業用水道料金は、上記の表により算出した額に100分の108を乗じて得た額とする。 

 

 

下水道使用料（平成２６年４月１日適用） 

 

（１）一般汚水（１か月） 

基本額 超過額（１立方メートルにつき） 

排出汚水量 

８立方メートル 

まで 

６６０円

 

 

 

 

 

8立方メートルを超え    10立方メートルまでの分     １０円 

10立方メートルを超え    20立方メートルまでの分    １２８円 

20立方メートルを超え    30立方メートルまでの分    １６４円 

30立方メートルを超え    50立方メートルまでの分    ２４２円 

50立方メートルを超え   100立方メートルまでの分    ３０３円 

100立方メートルを超え   200立方メートルまでの分    ３６４円 

200立方メートルを超え   600立方メートルまでの分    ３９３円 

600立方メートルを超え 2,000立方メートルまでの分    ４２２円 

2,000立方メートルを超え 5,000立方メートルまでの分    ４４６円 

5,000立方メートルを超える分               ４７５円 
※ 一般汚水とは、公衆浴場汚水、共用汚水以外の汚水である。 

 

（２） 公衆浴場汚水（１か月） 

基本額 超過額（１立方メートルにつき） 

排出汚水量１０立方メートルまで １１０円 １１円

※ 公衆浴場汚水とは、公衆浴場の営業の用に供して生じた汚水である。 

 

（３） 共用汚水（１か月） 

基本額 超過額（１立方メートルにつき） 

排出汚水量１戸５立方メートルまで ６０円 １２円

※ 共用汚水とは、水道の給水装置（蛇口）を共用して生じた汚水である。 

 

※ 下水道使用料は、上記の表により算出した額に100分の108を乗じて得た額とする。 

※ 平成２６年３月３１日以前から継続して使用している場合、経過措置として平成２６年４月１日以降

の一回目の検針分に限り従前の、100分の105を乗じて得た額を適用とする。 
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